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国立大学法人鹿屋体育大学職員定年前再雇用規則  

 
令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ０ 日 
規  則   第 ２ ６ 号 

改正  令 和 ７ 年 ３ 月 １ ９ 日 
規  則   第 １ ４ 号 

 
（目的）  

第１条 この規則は、国立大学法人鹿屋体育大学就業規則（平成１６年規則第２０号。以

下「就業規則」という。）第１５条の２第２項の規定に基づき、定年前に短時間勤務職員

として再雇用する職員（以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。）の給与、勤務時

間及びその他の必要な事項を定めるものとする。  
 
 （対象者）  
第２条 満６０歳に達した日以後における最初の３月３１日以後に退職（就業規則第２条

第１項に規定する職員（教員を除く。）のうち、任期を定めて採用される職員が退職する

場合を除く。）した職員のうち、引き続き再雇用を希望する者で、次に掲げる情報に基づ

き選考された場合に再雇用の対象者とする。  
 (1) 評価結果その他の勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 

 (2) 定年前再雇用短時間勤務職員を配置する職の職務遂行に必要とされる経験又は資格

の有無その他定年前再雇用短時間勤務職員を配置する職の職務遂行上必要な事項 

 
（任期及び任期の更新等） 

第３条 定年前再雇用短時間勤務職員の任期は、原則として４月１日から定年退職日相当

日（当該職員が退職しなかった場合における就業規則第１５条第２項に規定する定年退

職日をいう。）までとする。 

 
 （給与）  
第４条 定年前再雇用短時間勤務職員の給与は時間給とし、国立大学法人鹿屋体育大学職

員給与規則（平成１６年規則第２５号。以下「給与規則」という。）に規定するその者に

適用される本給表の定年前再雇用短時間勤務職員の欄に掲げる基準本給月額のうち、そ

の者の属する職務の級に応じた額を基礎として、次の算式により算出した額（当該額に

１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。  

  （基準本給月額×１２）／（５２×３８．７５）  

２ 定年前再雇用短時間勤務職員には、次に掲げる手当を支給することができる。  
 (1) 通勤手当 

 (2) 住居手当 

 (3) その他学長が必要と認めた手当  
 

（勤務時間）  
第５条 定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、１週につき１５時間３０分から３１

時間までの範囲内とし、１日の勤務時間は、各人ごとに定める。  
 

（その他の勤務条件）  
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第６条 この規則に定めるもののほか、定年前再雇用短時間勤務職員の服務、能率等その

他の勤務条件は、国立大学法人鹿屋体育大学非常勤職員就業規則（平成１６年規則第３

４号）を準用する。  
２ 定年前再雇用短時間勤務職員には、退職手当は支給しない。  
３ 定年前再雇用短時間勤務職員は、雇用保険に加入しなければならない。ただし、週当

たりの勤務時間が２０時間未満の者については、この限りでない。  
 
 

附 則  
 この規則は、令和５年１０月２０日から施行し、令和５年４月１日から適用する。  
 

附 則（令７．３．１９規則第１４号）  
 この規則は、令和７年４月１日から施行する。  
 


